
(この事業に対するご質問・ご意見はこちらにお寄せください)

千円

国　庫 分担金
支出金 負担金

前年度 0 0

要求額 0 0

決定額 3,973 0

(前年度予算額： 3,9833,973１ 事 業 費 千円)

商工労働部　労働雇用課　障がい者就労係

在職障がい者スキルアップ支援事業

0 0 0 0

事業費

3,983

寄附金

0

一　般
財　源

3,983

財 源 内 訳

　新型コロナウイルス感染症対策としてのテレワーク活用など、働き方改革に向けたデジ
タルトランスフォーメーションが進められる中、障がい者が担ってきた清掃業務や郵送仕
分けなどの事務補助業務は減少していくことが見込まれている。また、県内で従事者が多
い製造業、小売業、サービス業などにおいてもデジタル分野でのスキルが求められる機会
が増加しつつある。
　このような状況下で、障がい者の就労スキル向上の機会は、公共職業訓練をはじめとし
て離職者向けには手厚く用意されている一方、在職者を対象とした支援は極めて少なく、
企業においてもＯＪＴの機会が十分に確保されているとは言えない状況にある。このた
め、在職中の障がい者に対し、パソコン操作などデジタル分野でのスキルを身に付ける研
修を実施することにより、働き方改革が進む職場における業務転換や就業領域の拡大を図
り、雇用の継続に繋げる。

3,973

3,973

（各課様式１）

使用料 財　産区  分

手数料

予 算 要 求 資 料

令和４年度当初予算 支出科目 款：労働費　項：労政費　目：雇用促進費

 ＜財源内訳＞

事 業 名

（１）要求の趣旨（現状と課題）

0

0

3,973

0

　・土日祝日に、企業等在職者を対象としたデジタル分野でのスキルアップ研修
　（パソコン基礎コース、応用コースの２コース）を開催

0 0 0

電話番号：058-272-1111(内3125)

E-mail：c11367@pref.gifu.lg.jp

（２）事業内容

0 0 0 0

２ 要 求 内 容

収　入
その他 県　債

0



（３）県負担・補助率の考え方

（４）類似事業の有無

事業内容の詳細

講師人件費、スタッフ人件費、訓練機材調達

事業内容

　　　無

委託料

（３）事業主体及びその妥当性

決定額の考え方
　財源については、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を充当します

４ 参 考 事 項

3,973

　　　無

（１）国・他県の状況

３ 事業費の積算 内訳

合計

金額

　　　全額県負担

　　　無

　　　事業主体は岐阜県
　　　企業在職者等へのスキルアップ支援は、障がい者雇用の継続、職場への
　　定着につながるため、県として実施することは妥当である。

3,973

（２）後年度の財政負担



（県単独補助金除く）

□

■

・何をいつまでにどのような状態にしたいのか

事業開始前 R2年度
(R1) 実績

55.3% 54.5%

○指標を設定することができない場合の理由

令
和
２
年
度

（これまでの取組内容と成果）

・取組内容と成果を記載してください。
　前期にパソコン基本講習（７月から１０月、全１２回）、後期にパソコン応用
講習（１１月から２月、全１２回）の実施を計画したが、新型コロナウイルス感
染防止対策のため、受講者が休日の外出を控えたこともあり、開催回数を縮小し
て講習を実施した。
　講習参加者は、自己研鑽のため自発的に参加を希望した方ばかりであり、講習
に真摯に取り組み、パソコン操作の知識を身に付けることが出来ている。また、
参加者の所属企業からは、日常業務において、講習で得た知識を活用している様
子がうかがえるとの連絡をいただいている。

令
和
３
年
度

令和５年度当初予算にて追加

指標① 目標：＿＿ 実績： ＿＿ 達成率： ＿＿ ％

令
和
４
年
度

令和６年度当初予算にて追加

指標① 目標：＿＿ 実績： ＿＿ 達成率： ＿＿ ％

①法定雇用率
　達成企業割合 56.4% 58.2% 60.0% 90.8%

指標名
R3年度 R4年度 終期目標

②

目標 目標 (R5) 達成率

（目標の達成度を示す指標と実績）

事 業 評 価 調 書

新 規 要 求 事 業　

継 続 要 求 事 業

１ 事業の目標と成果

（事業目標）

・企業在職者等へのスキルアップ支援により、障がい者雇用の継続、職場への定着を
図り、障がい者雇用の拡大に繋げる。
・在職者間の交流や情報交換を通じて、職業人としての意識や資質向上を図る。



・事業が直面する課題や改善が必要な事項

組み合わせて実施する理由
や期待する効果 など

・継続すべき事業か。県民ニーズ、事業の評価、今後の課題を踏まえて、今後どのよ
うに取り組むのか
　在職者訓練は、刻々と変化していく企業の現場に対応し、障がい者の技能を継続的
に向上させようとする事業であり、継続して実施する必要がある。

（他事業と組み合わせて実施する場合の事業効果）
組み合わせ予定のイベント
又は事業名及び所管課

（事業の評価）

・事業の必要性(社会情勢等を踏まえ、前年度などに比べ判断)
　３：増加している ２：横ばい １：減少している ０：ほとんどない

（次年度の方向性）

・事業の有効性(指標等の状況から見て事業の成果はあがっているか)
　３：期待以上の成果あり
　２：期待どおりの成果あり
　１：期待どおりの成果が得られていない
　０：ほとんど成果が得られていない

(評価) 　パソコン操作等、デジタル対応に関する体系的な研修を職場で受けること
は困難であり、参加者からは、講習で得た知識を仕事でも具体的に活かすこ
とが出来ているとの報告を受けている。２

・事業の効率性(事業の実施方法の効率化は図られているか)
　２：上がっている １：横ばい ０：下がっている

(評価) 　会場を障がい者総合就労支援センターとし、研修カリキュラムの作成に
は、障がい者職業能力開発校など関係機関の協力を得ることにより、効率化
を図る。１

（今後の課題）

　在職者訓練においては、研修を受ける障がい者にも相応の精神的、肉体的負担が生
じることから、雇用企業の理解、協力を得るとともに、参加者の負担感を軽減する工
夫が必要である。
　また、現に就労している企業の現場の実情に合ったカリキュラムの作成が必要であ
る。

(評価) 　企業在職者等へのスキルアップ支援は、障がい者雇用の継続、職場定着へ
の支援となり、障がい者の雇用拡大につながるため、事業の必要性は高い。

３

２ 事業の評価と課題


